
てつどうせい

五IHr(政策。(片岡符郎)

てつどうせいしんのうた 鉄道精神の歌

鉄道精神の歌

鉄道精神の高錫を

北原白秋作間

111 閉 耕符作曲
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の利t.[Eを与えることは，生産事業や社会に怒し、首長轡をおよぼす

という理由から，同一条件の巡送については，すべての利用者

に対して問ーの取扱いをするという義務が放せられている。す

なわち利用者に特典を与えるという ことが禁止されているので

ある。また|罰金体として産業を片寄って発注させないため， 地

理!がJな条件を緩和l して産業を全国に平均的に分布する目的で，

統一的な巡1~を適用するという義務すなわち線区の繁闘にかか

わらず全区間に対して， 1司ーの災率を適用するとし、う義務が談

せられている。その他わが国では とくに速1'(水準の決定につい

ても厳置な法的制約を受けている。 なお鉄道は&u占 l時代から従

Inlíír(率 11~J，負担力主義氏率制を踏襲し， すなわち消政者の負担

力を考慮して，負担力の多いぜいf尺品等に対しては高い運賃を

定め，生活必需品のような負担力の少ない貨物に対しては低い

巡氏を献しているのであるが， この~率 11刊を維持して鉄道が成

立ってゆくためには，低級な貨物運送による収入の不足分を高

級な貨物illi送による余剰によってまかな ってゆかなければなら

ない。すなわち高級な貨物も低級な貨物も一手で送って全体と

して収支を控えるということ(総合的な収支制路計算，すなわち

いわゆる総体Ijfifillí主義)が必要なのであるが， 現在では l与動車が

SEi主して高級貨物を自動車に取られるという点から，この公共

作jな負担力主義の 11率1L'iJを維持することがすこぶるむずかしく

なってきたのである。

鉄道と自動車との存立条件を均等にして交通の調整をはかる

ためには， 鉄道を以上述べたような公共的義務から解放するか，

または自動車に対しても鉄道と同様な公共的義務を与えるかと

いう 2 つの逃がある。いずれの方法をとるにしても，災行に非

常な悶~tがある。この方法のいずれか一方だけをとるという二

者択一的な方法で調整することはむずかしいであろう。恐らく

この公共義務のあるものについては第 1 の方法をとり，他のも

のについては第 2 の方法をとるというのが適当であろう。もし

鉄道を公共経済的な義務から解放するとしても，これを一挙に

行うこと は百年近くもの間， 鉄道の公共経済的経笛措世に依存

してきた産業と国民間に相当の打撃を与えることになるから，

革命的でなく，エポリュ ー ショナノレに徐々にこれを行わねばな

らないて'あろう。 運賃制度を修正するとしても，従1凶氏率の緩

和とかある程度の特約巡貨を許すとかの程度から着手しなけれ

ばならないであろう。

鉄道迎輸と自動車運輸の訪l~在をはかるためには，たどこの 2

つの交通信書l品lの競争~盤，存立条件を均等にするということだ

けでは迷成されない。この 2 つのものがそれぞれのその特質に

適した分\I\'fに活動しながら総合されて，国家全体の交通需要を

十分かつ経済的に充足するような協力手段がとられなければな

らない。これについてはフラソスで行われている鉄道と 自動車

の共同輸送とか， ドイツで提案されている鉄道と自動車の協力

による戸口貸率の設定等がわが国においても参考となる適当な

方法だと品lわれる。

自!日~IIIのみならず船舶および航空僚の急速な発注があり ， た

めに鉄道政策は今や重大な転換期に当聞している。鉄道はもは

や独占的交通話量1)(1てJはない。鉄道政策はあくまでも総合交通政

策の一部であらぬばならぬ。したがって鉄道政策の樹立に当つ

ては， 視野をlìíに鉄道固有の領i或のみに限ることな く ，広く国民

経済的の観点から鉄道が他のすべての交通繊{刻と併存してその

適正な分野における使命を遂行して，よってもって国民経済全

体における交通の需要と提供とが均衡を得て， 圏全体の交通話

嬰が各種交通滋闘によって浪政なく ， 必要にしてかつ十分な程

度において充足されるように考慮されねばならない。一」鉄道




